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： 令和 3 年 3 月 （　令和８年　３月改定　）

： 令和 3 年度 令和 12 年度

※複数のと畜場を有する事業にあっては、と畜場ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

（２） 料　金　形　態

 ※獣畜ごとの状況が分かるよう記載すること。なお、近隣と畜場（民設含む）に比較して減免を行っている場合は、その点についても記載すること。

広 域 化 実 施 状 況 　－

　－

計 画 期 間

法適（全部適用・一 部適
用 ）
非 適 の 区 分

事 業 開 始 年 月 日 昭和37年度

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな
い ）

民 間 活 用 の 状 況

と 畜 場 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　衛生管理制度（HACCP）に対応するためにと畜できる獣畜を牛に限定し、他会計からの繰入に頼
らない事業運営を図るため、令和３年度から使用料の段階的な値上げをした。
　令和3年度:牛13,860円／頭、令和4年度:牛27,720円／頭、令和5年度から:牛41,580円／頭

　－

そ の 他 料 金 の
概 要 ・ 考 え 方

別添９－１

～

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

令和3年4月1日

　－

防府市

と畜場事業

団 体 名

職 員 数

防府市と畜場事業経営戦略

非適用

事 業 名

と 殺 解 体 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　－

策 定 日

事　業　形　態

2人

 イ　指定管理者制度

清掃、汚水処理施設等の施設の維持管理の一部を民間委託 ア　民間委託



（３） 現在の経営状況  

年度

R4

R5

R6

２．将来の事業環境

（１）

（２）

　
　利用業者は、地元、近隣の精肉業者２者のみで新規利用者の予定はない。
　経費回収率が10％程度、他会計補助金比率が90％程度と、他会計からの繰入金に依存した経営状況にあったことから、公営企
業の基本原則である独立採算を目指して、令和３年度から使用料の改定（値上げ）することで収支の改善を図ることとした。
　使用料の改定により、経営は大幅に改善されたが、近年の人件費の上昇や物価高騰による維持管理経費の増加と食肉需要の
低迷による処理頭数の減少により、一般会計からの繰入金は増加傾向にある。

68.5%

経 常 収 支 比 率
（又は収益的収支比 率）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　R4 　R5 　R6 85.3%85.0%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 33.1% 　R5 8.0% 　R6 16.6%

有形固定資産減価償却率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 ％

0 0306 0年間処理実績
（頭）

※過去３年度
分を記載

276 0

0

276

297

0 0 0

0

豚

306

子牛 その他 合計牛

0

処理頭数の見通し

料金収入の見通し

馬

297

　R5 ％

139.8% 　R6 129.0%

　
　処理頭数は、食肉の国内生産・流通構造の変化等に伴い、ピーク時の約３％程度まで減少している。
　令和２年度現在、地元、近隣の精肉業者２者のみの利用で新規利用者の予定もなく、大幅な増加は見込めない状況にある。
　また、近年の物価高騰による食肉需要の低迷により、270頭程度まで減少している。
　処理頭数は、物価高騰前の水準までは回復するものの、その後、大きく変化しないものと推計した。

　
　他会計からの繰入に頼らない事業運営を図るため、令和３年度から段階的に、令和3年度:牛13,860円／頭、令和4年度:牛
27,720円／頭、令和5年度から:牛41,580円／頭と使用料の改定したことにより、使用料収入は大幅に増加した。
　しかしながら、近年の食肉需要の低迷により、と畜頭数が減少傾向にあり、大幅な料金収入の増加は見込めない。

84.8%

　R4 　R5

0 0

　R651.6% 76.3%

　R6 ％

企業債残高対料金収入比
率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
　R4 232.6% 　R5
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料金収入の見通し（単位：千円）



（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

　
　令和２年度のＨＡＣＣＰ改修工事以外に起債を伴う大規模な施設改修等、大きな投資を行う予定はない。
　安全性を確保するための必要最小限の修繕を、劣化状況を考慮し、優先順位を定めて計画的に実施する。

施設の見通し

組織の見通し

　
　施設が老朽化する中、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年6月13日公布）により、と畜場におけるHACCPに沿った衛
生管理が制度化され、令和３年６月までに基準を満たす衛生管理や防疫対策が施設の設置者及び利用者に求められた。HACCP
への対応には、建替えを含む大規模な改修が必要と見込んでいたが、衛生管理基準やマニュアルなどのソフト対応は必要なもの
の、ハード的には小規模な改修で対応可能との見通しとなった。そのため、令和２年度にＨＡＣＣＰに対応するための衛生設備を
中心とした最小限の改修を行った。
　昭和36年に建設された施設であるため老朽化が進行しており、大規模な改修等は現在の経営状況から困難である。
　安全性を確保するための必要最小限の修繕費を計上し、劣化状況を把握し、優先順位を定めて修繕を行う等、適切な施設管理
を行う。

　
　と畜場法で設置義務のある衛生管理責任者１人（会計年度任用職員、有資格者）が、施設の衛生管理業務を行っている。
　施設の清掃等を行う施設管理業務は、民間委託しているが、受託できる事業者がいないため、令和３年度からは、管理人１人
（会計年度任用職員）を設置している。
　その他の事務は、施設担当課職員が兼務で行う。
　適正な衛生管理を行うため、衛生教育を実施するなど、職員の資質向上を図る。

目 標
　安全性を確保するための最小限度の経費で維持管理に努める。

　・安全で衛生的な食肉を供給するため、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を徹底する。
　・一般会計からの繰入に頼らない事業運営を目指す。



②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

　収支の改善を図るため、維持管理費を使用料で賄うこととし、令和３年４月に使用料の改定を行っ
た。
　適正かつ効率的なと畜場の運営に努めてもなお不足する最低限の経費は、繰入金で補うこととす
る。
　今後、老朽化による修繕費の増加や食肉需要の低迷による処理頭数の減少に歯止めが効かず、
繰入金で補うことが困難となる場合は、利用者と協議のうえ、使用料の見直しを検討する。

　安全性を確保するための最小限度の修繕に留め、大規模な改修を行わないこととし、令和２年度
のＨＡＣＣＰ改修工事のほか起債する予定はない。

　維持管理費を使用料で賄うこととし、令和２年度のＨＡＣＣＰ改修工事のための企業債の償還（元
金・利子）のみを一般会計から繰り入れることを原則とするが、適正かつ効率的なと畜場の運営に
努めてもなお不足する最低限の経費を繰り入れることとする。

　－

　－

　
  近年の人件費の上昇や物価高騰により、維持管理経費は増加傾向にある。

　
　企業債の償還（元金・利子）以外の運営に係る経費（維持管理費）を使用料で賄うこととし、令和３年度から段階的に使用料の改
定（見直し）を行うことにより、経費回収率や他会計補助金比率が向上し、収支は改善されたが、近年の人件費の上昇や物価高騰
による維持管理経費の増加と食肉需要の低迷による処理頭数の減少により、一般会計からの繰入金は増加傾向にある。

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の
方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民 間 活 用

投 資 の 平 準 化

広 域 化

そ の 他 の 取 組

　すでに民間委託できる業務は、業務委託している。
　老朽化し、処理頭数も少ないため、民間譲渡や民間活用（PFI）は困難である。

　令和２年度のＨＡＣＣＰ改修工事以外に起債を伴う大規模な施設改修等、大きな投資を行う予定
はない。
　安全性を確保するための必要最小限の修繕を、劣化状況を考慮し、優先順位を定めて計画的に
実施する。

　現状において、県内他自治体との共同施設の設置等は現実的でない。

　－

料 金

企 業 債

繰 入 金

目 標
　・経費回収率：令和元年度9.0％　⇒　令和12年度86.9%
　・他会計補助金比率：令和元年度90.9％　⇒　令和12年度19.4%



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

職 員 給 与 費 　会計年度任用職員２名。職員の増員の予定はない。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要

性

公 営 企 業 と し て
実 施 す る
必 要 性

　県内で飼育されている肉用牛の７割が県外に出荷されている中、安全で衛生的な県内牛を市民に
提供するために必要な施設である。

　老朽化し、処理頭数も少ないため、民間譲渡や民間活用（PFI）は困難である。
　公営企業の原則である独立採算を目指し、と畜事業の経営を行っていく。

委 託 料

管 理 運 営 費

そ の 他 の 取 組

　施設を衛生的に維持運営するために必要な業務を委託する。

　燃料費や光熱水費などの管理運営費の経費縮減に努める。

　－

経営戦略の事後検証、
改定等に関する事項

　
　計画の進捗状況について、毎年度検証を実施する。
　大規模な改修など、大幅な修正が必要な場合は、適宜、見直しを行う。
　令和12年度には、次期経営戦略を策定する。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （予算）

1 (A) 12,595 11,352 12,107 11,820 12,359 13,967 13,714 14,294 16,818 16,376 16,372 16,368 16,364 16,360

（１） (B) 1,176 1,132 1,089 1,099 4,269 8,482 12,349 11,476 11,351 12,889 12,889 12,889 12,889 12,889

ア 1,176 1,132 1,089 1,099 4,269 8,482 12,349 11,476 11,351 12,889 12,889 12,889 12,889 12,889

イ (C)

ウ

（２） 11,419 10,220 11,018 10,721 8,090 5,485 1,365 2,818 5,467 3,487 3,483 3,479 3,475 3,471

ア 11,407 10,208 11,006 10,704 8,073 5,441 1,295 2,786 5,435 3,456 3,656 3,657 3,657 3,657

イ 12 12 12 17 17 44 70 32 32 31 31 31 31 31

２ (D) 12,595 11,352 12,107 11,820 12,359 13,967 13,714 14,294 16,818 16,376 16,372 16,368 16,364 16,360

（１） 12,595 11,352 12,107 11,820 12,329 13,933 13,684 14,268 16,795 16,357 16,357 16,357 16,357 16,357

ア 1,929 1,934 1,938 1,931 2,638 3,310 3,385 3,699 4,200 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148

イ 10,666 9,418 10,169 9,889 9,691 10,623 10,299 10,569 12,595 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209

（２） 30 34 30 26 23 19 15 11 7 3

ア 30 34 30 26 23 19 15 11 7 3

イ

３ (E)

1 (F) 22,200 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

（１） 22,200

（２） 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 22,200 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

（１） 22,200

（２） (H) 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

（３）

（４）

（５）

３ (I)

R12年度R11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

R8年度 R9年度 R10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （予算）
R12年度R11年度R8年度 R9年度 R10年度

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 1,176 1,132 1,089 1,099 4,269 8,482 12,349 11,476 11,351 12,889 12,889 12,889 12,889 12,889

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 22,200 19,733 17,266 14,799 12,332 9,865 7,398 4,932 2,466

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （予算）

11,407 10,208 11,006 10,704 8,073 5,441 1,295 2,786 5,472 5,468 5,464 5,460 5,456 5,452

11,407 10,208 11,006 10,704 8,073 5,441 1,295 2,786 5,472 5,468 5,464 5,460 5,456 5,452

2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,466 2,466 2,466

11,407 10,208 11,006 10,704 8,073 7,908 3,762 5,253 7,939 7,935 7,931 7,926 7,922 7,918

86.9

R12年度

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 100.0 100.0

赤 字 比 率 （ ×100 ）

86.9 86.9 86.9 86.9

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

100.0 100.0 85.0 84.8 85.3 87.2

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

100

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)


